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特集

特集

２０２４年消費者庁公表資料を踏まえた

対象者別 内部通報制度の
定着・運用・改善の実務

昨今、さまざまな企業不祥事が取りざたされているが、そのなかには内部通報がきっか
けで発覚したケースも散見されており、不祥事発見に役立つ内部通報制度の重要性は一
層高まっている。一方、消費者庁が２月に公表した、内部通報制度に関する意識調査のアン
ケート結果から、いまだに内部通報そのものの認知度や理解度が低いことが明らかとなっ
た。本特集ではそのギャップを解消するべく、一般従業員・公益通報対応業務従事者・マネ
ジメント層と対象者別に押さえておきたい内部通報制度実務について解説いただいた。内
部通報制度をより効果的に活用するための参考にしていただければ幸いである。

一般従業員は自衛のために制度の確認を

公益通報者保護法と
内部通報制度の「学び直し」
公益通報対応業務従事者の地道な努力が必須

内部通報対応業務の
要注意点の「洗い出し」
マネジメント層こそ重要性を認識すべき

消費者庁提言を踏まえた
内部通報制度の「振り返り」
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